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  島根県海岸保全基本計画検討委員会設置要綱（改定案） 

 
（名 称） 
第１条 この委員会は、島根県海岸保全基本計画検討委員会（以下「委員会」という。）と称す

る。 
 
（目 的） 
第２条 委員会は、県が策定する島根沿岸海岸保全基本計画、および隠岐海岸保全基本計画につ

いて検討を行うことを目的とする。 
 
（構 成） 
第３条 委員会は、島根県知事が委嘱した別表にあげる委員により構成する。 

 
（任 期） 
第４条 委員会の委員の任期は、平成２９年３月３１日までとする。 
 
（委員長） 
第５条 委員会には、委員の互選により長を置くものとする。 
２ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 
３ 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職を代理する。 

 
（会 議） 
第６条 委員会は、長が必要と認めるとき、これを招集する。 
２ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 
３ 委員長は、必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見聴取をすることが

できる。 
   
（事務局） 
第７条 委員会の事務局は、島根県土木部河川課に置く。 
 
（雑 則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が、委員会に諮って

定める。 
 
付 則 

この要綱は、平成２８年３月１日から施行する。 
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別 表 

 

島根県海岸保全基本計画検討委員会委員名簿（案） 

 

分 野 氏 名  所   属 備  考  

土質工学 河原
かわはら

 荘
そう

一郎
いちろう

 
松江工業高等専門学校環境・建設工学科 教授 

島根県地震津波防災対策検討委員会 委員長 
 

構造工学 大屋
お お や

  誠
まこと

 松江工業高等専門学校環境・建設工学科 教授  

 地域計画 林
はやし

   秀司
しゅうし

 

島根県立大学総合政策学部総合政策学科 教授 

島根県河川整備計画検討委員 

島根県景観審議会委員 

 

景  観 平本
ひらもと

 映子
え い こ

 

松江生活デザイン研究所主宰 

石見銀山景観審議会委員 

(一財)平本映子藍染保存会理事長 

島根県河川整備計画検討委員 

 

自然環境 高橋
たかはし

 泰子
や す こ

 
NPO 法人緑と水の連絡会議理事長 

島根県自然環境保全審議委員 
 

 

 

 


